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別紙２ 

 

ガス事業者の調整後二酸化炭素排出量の算定に用いることができる 

国内及び海外認証排出削減量について 
 

ガス事業者の調整後二酸化炭素排出量の算定に用いることができる国内及び海外

認証排出削減量は、以下のとおりとする。 

 

○国内認証排出削減量 

①  平成２０年１０月２１日の地球温暖化対策推進本部決定に基づき実施された

国内クレジット制度において認証をされた温室効果ガスの量（温室効果ガスが

二酸化炭素以外の場合にあっては、地球の温暖化をもたらす程度から二酸化炭

素の量に換算されたものとする。以下同じ。） 

②  オフセット・クレジット制度（国内における他の者の温室効果ガスの排出の

抑制等に寄与する取組により削減等がされた温室効果ガスの量の算定等に関し

十分な知見を有する者により構成される会議体であって環境省が運営するもの

が、平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日までの間において、温室効

果ガスの量について、実際に行われたことが認められる当該取組により削減等

がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減等がされなかっ

たものとして認証をし、その取得、保有及び移転を適切に管理する制度をいう。）

において認証をされた温室効果ガスの量 

③  Ｊ－クレジット制度（国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収

量認証制度（国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取

組により削減等がされた温室効果ガスの量の算定等に関し環境省、経済産業省

及び農林水産省又は地方公共団体が、平成２５年４月１日から令和１３年３月

３１日までの間において、実際に行われたことが認められる当該取組により削

減等がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減等がされな

かった温室効果ガスの量として認証をし、その取得、保有及び移転を適切に管

理する制度をいう。） をいう。）において認証をされた温室効果ガスの量 

 

○海外認証排出削減量 

二国間クレジット制度（海外における温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取

組により削減等がされ、かつ、日本国政府及び当該取組が実施された国の政府（以

下「両国政府」という。）が国際的に表明したそれぞれの温室効果ガス緩和努力の一

部として使用できることを相互に認めた温室効果ガスの量の算定等に関し十分な

知見を有する者により構成される会議体であって両国政府が合同で運営するもの

が、温室効果ガスの量について、実際に行われたことが認められる当該取組により

削減等がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減等がされなか

ったものとして両国政府に対して通知をし、日本国政府又は当該取組が実施された

国の政府が、当該通知に基づき認証をし、適切に管理する制度をいう。）において認

証をされた温室効果ガスの量 

  


